
「最低制限価格」「調査基準価格」の算出過程における金額の取扱いついて

◇ 別記様式１・様式１ 

中段、点線枠内の直接工事費・現場管理費の算出は次のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 別記様式１－３(1)・様式１－３(1) 

直接人件費、直接経費、その他原価、一般管理費等の業務委託費の構成は『設計業務

等積算基準 第 1 章 第 1 節 1-2 業務委託費』をご覧ください。 

① 直接経費の算出 

設計図書のａからｅに掲げる経費を 1 円単位で合算した額(Ａ)を千円未満切捨てた額

② その他原価の算出 

設計図書の直接経費から①の(Ａ)の額を 1 円単位で減じ、その額に間接原価を 1 円

単位で加算した額を千円未満切捨てた額 

◇ 別記様式１－４・様式１－４ 

中段※の直接調査費の算出は次のとおり 

※直接調査費 ＝ 直接調査費 ＋直接経費(一般調査)

直接工事費・現場管理費・直接人件費・直接経費・その他原価等を算出する過程に

おいて、各費目の金額は１円単位で計算します。   

詳しくは、札幌市財政局工事管理室（ ）にお問い合わせください。 

 

最低制限価格・調査基準価格を算定する際に用いる「最低制限価格の算定に係る参

考調書（別記様式１～1-7）」及び「調査基準価格の算定に係る参考調書（様式１～1-7）」に

おいて、算出過程の金額を下記のとおり取扱うこととします。 

なお、この取扱いは、平成 26 年４月１日以降に告示する案件から適用します。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

具体的な取扱い 

※土木工種、下水道工種、舗装工種、造園工種及び鉄骨・橋梁工種以外の工種の場合 

 直接工事費〔千円未満切捨て〕＝直接工事費〔1 円単位〕－（直接工事費〔1 円単位〕×0.1） 
 現場管理費〔千円未満切捨て〕＝現場管理費〔1 円単位〕＋（直接工事費〔1 円単位〕×0.1） 
※昇降機設備工事の場合 

直接工事費〔千円未満切捨て〕＝直接工事費〔1 円単位〕－（直接工事費〔1 円単位〕×0.2） 
 現場管理費〔千円未満切捨て〕＝現場管理費〔1 円単位〕＋（直接工事費〔1 円単位〕×0.2） 

注意）下線の計算結果は円未満切捨て

基本的な考え方 


